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国土交通省 宮崎河川国道事務所 高鍋出張所発行

高鍋出張所だより

東児湯消防組合

高鍋ＩＣ

県道19号線から
お入りください

至 竹鳩橋（もぐり橋）

提供場所

● 国土交通省高鍋出張所では、小丸川の管理を目的とした流木の撤去や樹木の伐採にともない、発生した
木材資源の有効活用を図るため、地域のみなさまに流木および伐採木を無償で提供しております。

令和８年２月～３月３１日まで
（※なくなり次第終了）

高鍋町竹鳩地先
（東児湯消防組合東側

国土交通省防災資材置き場）

★伐採木をご希望の方は、
必ず高鍋出張所までご連絡ください。

☆以下４点について、お伺いいたします。

１．氏名
２．連絡先
３．用途（薪、園芸用など）

４．希望する量（５個、軽トラ１台分など）

↓
お問い合わせ・連絡先：
０９８５－６９－３６８８（高鍋出張所）

（平日 ９：００～１７：００）

１．提供する木の種類、長さや太さは揃っておりません。
（※長いものにつきましては、５０㎝程度にカットしております）

維持工事により発生した【流木・伐採木】を無償提供いたします

提 供 期 間

提 供 場 所

● 日曜大工や燃料などにお使いいただけます。

● ご希望される方は、以下の注意事項等をご確認いただき、高鍋出張所までご連絡をお願いいたします。

７．提供後に違法行為（不法投棄等）のないよう、適切に管理・使用をお願いいたします。

２．提供期間は、令和８年２月から令和８年３月３１日までを予定しております。
ただし、提供期間内であっても、なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

３．提供は先着順のため、ご連絡いただいた希望量に添えない場合がございます。

４．積込み及び運搬は、受取人ご自身でお願いいたします。

５．車両への積込み作業にあたっては、自己の責任で行っていただき、ケガ等がないよう安全に注意
    してください。（積込み、運搬、利用中の事故に関しては受取人の責によるものとし、国土交通
    省、工事業者は一切の責任を負いません。）

６．第三者への転売など、営利目的の方にはご提供できません。

提供にあたっての注意点
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管 理 区 域

河川・発行元

高 鍋 出 張 所
国土交通省

〒884-0005 高鍋町大字持田字宮越下1755-9

ＴＥＬ：(０９８５)６９－３６８８

宮崎河川国道事務所

ＦＡＸ：(０９８３)２２－１３２７

小丸川 河口～比木橋上流

宮田川 本川合流点～二本松橋

管 理 区 域

国道１０号・２２０号

宮崎維持出張所
国土交通省

〒880-0121 宮崎市大字島之内7180-1

ＴＥＬ：(０９８５)６９－３６９９

宮崎河川国道事務所

ＦＡＸ：(０９８５)３９－１１９１

国道10号 都農町～宮崎市富吉

国道220号 宮崎市橘通～宮崎市小内海

宮崎河川国道事務所
ＨＰはこちら

宮崎河川国道事務所 検索

各 種 お 問 い 合 わ せ 先

高鍋高校フィールドワークを行いました

高鍋高校（探究科学科）１年生の皆さんと、 を
テーマに小丸川フィールドワークを行いました。

事前学習

防 災 班 環 境 班

１１月６日に教室で行った事前学習に続き、１１月２７日には河跡
湖や水生生物の観察、模型を使用した流域治水の効果の学習や
水圧体験、降雨体験などの体験学習を行いました。

体験学習では、河川環境や生息する生き物の調査を行う「環境
班」と流域治水や防災について学ぶ「防災班」に分かれて学習し、
実物を「見て・触れて・感じる」ことで事前学習で学んだことをよ
り深く理解できたのではないかと思います。

この学習をきっかけに、これからも「小丸川流域への理解」や「水
環境、防災への意識」を高めてほしいと思いました。

宮越排水機場の見学 水質調査（パックテスト） 水生生物調査

水圧体験 降雨体験 流域治水効果学習 河跡湖の観察

災害対策車の見学 河川の防災学習 透視度測定
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